
 

 

禁止するとともに、②フリー

ランスの育児介護等に対す

る配慮やハラスメント行為

に係る相談体制の整備等を

義務付けるものです。 

また、自らの働き方が労働

者に該当する可能性がある

と考えるフリーランスから

の相談にも丁寧に対応する

必要があるとしています。 

◆取組事項 

フリーランスから本法の

就業環境の整備違反に関す

る申出があった場合に、速や

かに申出内容を聴取し、発注

事業者に対する調査、是正指

導等を行うなど、本法の着実

な履行確保を図るとするも

のです。また、フリーランス

から委託事業者等との取引

上のトラブルについての相

談があった際には、引き続き

「フリーランス・トラブル

110番」（弁護士に無料で相談

できる）を紹介するなど適切

に対応するとしています。 

さらに、全国の監督署に設

置されている「労働者性に疑

義がある方の労働基準法相

談窓口」に申告がなされた場

合には、特段の事情がない限

り、原則として労働者性の有

無を判断し、必要な指導を行

うとします。また、被用者保

険の更なる適用促進を図る

ため、監督署において労働基

準法上の労働者と判断した

事案については、日本年金機

構年金事務所および労働局

労働保険適用徴収部門への

情報提供を徹底するとして

います。 

 

両立支援等助成金に「不

妊治療及び女性の健康課

題対応両立支援コース」が

新設されました 

令和７年度から両立支援

等助成金に、「不妊治療及

び女性の健康課題対応両立

支援コース」が新設されま

した。既存の不妊治療両立

支援コースの支給対象事業

主と要件を見直したもの

で、更年期の心身の不調、

月経困難症など女性の健康

課題への対応と、仕事の両

立を実現するための環境整

備に取り組む中小企業を対

象にしています。 

◆「不妊治療及び女性の健

康課題対応両立支援コー

ス」の概要 

不妊治療と仕事との両

立、女性の健康課題である

月経に起因する症状や更年

期における心身の不調への

対応と仕事との両立に資す

る職場環境の整備に取り組

み、不妊治療、女性の健康

課題対応を図るために利用

可能な休暇制度等（休暇制

度（多目的・特定目的とも

可）・所定外労働制限制度

（残業免除）・時差出勤制

度・短時間勤務制度・フレッ

クスタイム制・在宅勤務等）

を導入し、労働者に制度を利

用させた中小企業事業主に助

成するものです。この助成金

は事業所単位ではなく事業主

単位で支給されます。 

◆助成金の種類 

助成金は、支給要領に定め

る次の場合に支給します。 

イ 不妊治療 

不妊治療と仕事との両立支

援制度について、労働協約ま

たは就業規則等の規定整備に

より導入し、対象労働者がい

ずれかの制度を５日（回）以

上利用した場合に支給する。 

ロ 女性の健康課題対応（月

経） 

月経に起因する症状への対

応を図るための制度につい

て、労働協約または就業規則

等の規定整備により導入し、

対象労働者がいずれかの制度

を５日（回）以上利用した場

合に支給する。 

ハ 女性の健康課題対応（更

年期） 

更年期における心身の不調

への対応を図るための制度に

ついて、労働協約または就業

規則等の規定整備により導入

し、対象労働者がいずれかの

制度を５日（回）以上利用し

た場合に支給する。 

 

効期限通知書が送付されて

くるので、市区町村窓口で

手続きをすれば更新できま

す。 

 期限内に手続きができな

かった場合、期限切れから

３カ月間は引き続きマイナ

保険証で受診できます（保

険資格情報の提供のみ）。３

カ月を過ぎるとマイナ保険

証では受診できなくなり、

再発行の手続きをしなかっ

た場合、３カ月以内に資格

確認書が交付されます。 

◆どんな手続きが必要？ 

 マイナンバーカードおよ

び電子証明書は、上記のと

おり、有効期限が近づくと

有効期限通知書が送付され

てきます。 

 通知書に交付申請用ＱＲ

コードがある場合は、スマ

ートフォンで申請の上、市

区町村窓口で新しいマイナ

ンバーカードと交換できま

す。ＱＲコードがない場合

は、有効期限通知書に記載

された必要書類を持って市

区町村窓口で手続きをしま

す。 

令和７年度の地方労働行

政運営方針－「フリーラン

ス等の就業環境の整備」

について 

厚生労働省は４月１日、

「令和７年度地方労働行政

運営方針」を策定しました。

各都道府県労働局において

は、この運営方針を踏まえた

行政運営方針を策定し、計画

的な行政運営を図ることと

しています。運営方針には、

重点的に取り組むべき施策

として、「最低賃金･賃金の引

上げに向けた支援、非正規雇

用労働者への支援」「リ・スキ

リング、ジョブ型人事（職務

給）の導入、労働移動の円滑

化」「人手不足対策」「多様な

人材の活躍促進と職場環境

改善に向けた取組」が挙げら

れています。 

以下、「多様な人材の活躍

促進と職場環境改善に向け

た取組」の中にある「フリー

ランス等の就業環境の整備」

について紹介します。 

◆現状の課題 

フリーランスが安心して

働ける環境を整備するため、

令和６年 11 月に施行された

特定受託事業者に係る取引

の適正化等に関する法律

（「フリーランス法」）の履行

確保を図る必要があるとし

ています。同法は、発注事業

者に、①取引条件の明示等を

義務付け、報酬の減額などを

マイナ保険証の有効期限

をご存知ですか？ 

◆マイナンバーカードと有

効期限 

 マイナ免許証の交付開始

時に、現行システム上の注

意点としてマイナンバーカ

ードと運転免許証の更新の

順番によっては免許情報の

再度の紐付けをしないと免

許不携帯になるおそれがあ

るとの注意喚起がされまし

たが、マイナ保険証でも有

効期限に注意が必要です。 

 マイナンバーカードの有

効期限は、18歳以上が発行

の日から 10回目の誕生日ま

で、18歳未満は５回目の誕

生日までですが、マイナ保

険証利用時等に利用する電

子証明書（数字４桁）の有

効期限は、全年齢で５回目

の誕生日までとされている

からです。 

つまり、マイナンバーカ

ードは有効期限内であって

もマイナ保険証は期限切

れ、ということが起こり得

るのです。 

◆有効期限が切れてしまっ

たら？ 

 マイナンバーカードおよ

び電子証明書は、有効期限

の２～３カ月前を目途に有
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